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Ⅰ．はじめに

　米国公認会計士協会（AICPA）の年次全国
会議が、2014 年 12 月 8 日から 10 日にかけて
の 3 日間、米国ワシントン DC にて開催され
（ニューヨーク及びサンフランシスコにも同時
中継）、米国証券取引委員会（SEC）や公開会
社会計監督委員会（PCAOB）、米国財務会計
基準審議会（FASB）、国際会計基準審議会
（IASB）などからの出席者が、会計基準の動向
をはじめとする彼らの見解や監査及び財務報告
に関する最近の論点などを発表ないし討議問題
についてスピーチや討議が行われた。当委員会
からは、2名（筆者）が参加した。
　本稿では、本年次全国会議の主要なセッショ
ンのうち、特に会計基準に関連する部分に焦点
を当てつつ、概要についてご紹介させていただ
く。なお、文中の各スピーカーの意見及び筆者
の意見にわたる部分は、各人の私見であり所属
する団体・組織の正式見解ではないことを申し
添える。

Ⅱ．主要なセッションの概要報告

2014年 12月 8日（月）第一日目
1．SEC主任会計官の講演
（スピーカー：SEC 主任会計官　ジェームス・
シュヌアー（James Schnurr））
　2014 年 10 月に着任した SEC のシュヌアー
主任会計官から、米国の国内登録企業における
IFRS の適用、新しい収益基準、独立した基準
設定プロセスの重要性、PCAOBの基準設定活
動、監査委員会の開示の再検討をテーマにした
講演がなされた。以下においては、会計基準に
関連する部分に関する講演の概要をご紹介す
る。

⑴　IFRSの適用
　米国の国内登録企業向けに IFRS を米国の報
告システムへ取り込む第 4 の方法1 として、米
国会計基準による財務諸表の開示に加えて、
IFRS に基づく情報を補足情報として米国会計
基準に準拠して作成された財務情報との数値調
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1 　国内の登録企業向けに IFRS を米国の報告システムへ組み込む方法として、これまで、IFRS の採用（アドプ
ション）、IFRS の任意適用、所謂「コンドースメント・アプローチ」の 3つの方法がこれまで模索されてきた。
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整を行うことなく、非財務情報として任意に開
示する旨を認める方法が 1つのアイデアとして
考えられるという見解が示された。
　現行の米国の開示規則では、IFRS に準拠し
て作成された情報が非財務情報として開示され
る場合、非 GAAP 財務測定値として扱われ、
米国会計基準に準拠して作成された財務情報へ
の調整表の開示が求められる。今回示されたア
イデアは、当該調整表の開示義務を廃止するこ
とで、SECへの届出書類において IFRS に基づ
く情報を開示することを望む米国の国内企業の
負荷を一定程度軽減することを通じて、米国の
報告システムにおける IFRS の組込みを図ろう
とするものである。
　当日の質疑応答においては、当該アイデアに
ついて柔軟に可変し得る旨について言及があ
り、例えば、IFRS に基づく情報をフルに開示
する方法から、売上高、売上総利益、純利益等
の主要数値について選択的に開示する方法ま
で、いくつかの派生形があり得るという旨の発
言がなされた。

⑵　収益基準
　2014 年 5 月に、FASB より、「顧客との契約
から生じる収益」（会計基準更新書 2014─09 号）
が公表されており、米国においては同基準の適
用が大きな話題となっている。このため、シュ
ヌアー氏より、同基準に関する見解が披露され
た。
　本講演では、収益認識基準の適用にあたって
の取組みは、ガイダンスを特定の事実に対して
どのように適用するかに関する「会計」側面、
首尾一貫した会計的な結論を導くために必要と
なるプロセスやシステムの変更に関する「プロ
セス」側面の 2つに分けて整理することができ
るという見解が示され、それぞれの課題への対
処方法について言及がされた。
　また、現行の収益認識に関するガイダンスに

おける考え方の多くは、新基準に引き継がれて
おり、会計処理や実務が大きく変わることを想
定していないが、一部に誤解が見られるため当
該誤解を早急に払拭し、新基準の導入に伴って
生じる新たな解釈問題に焦点を当てるべきとの
見解が示された。
　これに関連して、FASBとIASB（両審議会）
により設置された移行リソース・グループは適
用に関する多くの問題点を認識し、対応を開始
しているが、いくつかの問題点は重要であり、
広範な影響を与える可能性があるため、最短の
適用日までに適用できるかどうかが差し迫った
課題となっているという旨が示された。さら
に、両審議会がこれらの未解決の疑問を解決
し、適用日までに追加的な時間が必要かどうか
について評価することが重要であるとの見解が
示された。

⑶　独立した基準設定プロセスの重要性
　本講演では、上記に加え、独立した会計基準
設定は、堅牢であり投資家のニーズに対応した
財務報告システムを促進するために極めて重要
であり、どのように基準が設定されるかに関す
る投資家の信頼を確保する観点から、独立した
基準設定プロセスを維持することを引き続き支
援支持するという見解が示された。

2．SEC主任会計官室政策イニシアティブ
（スピーカー：SEC 副主任会計官　ジュリー・
エアハルト（Julie Erhardt）他）
　シュヌアー氏による講演に続けて、エアハル
ト氏を含む 3 名の SEC 主任会計官室スタッフ
により講演がなされた。エアハルト氏からは、
SEC 主任会計官のシュヌアー氏から示された
第 4の方法を補足する形で、自主的な IFRS 情
報の開示により影響を受ける可能性のある当事
者である、投資家、作成者、SEC の視点から
次のような説明がなされた。
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・機関投資家は、IFRS の財務報告も米国会計
基準の財務報告もどちらも分析できるが、ど
れだけ適切に両基準間の調整をし得るかが重
要になる一方、個人投資家は、米国会計基準
に比べ IFRS に慣れていないため、両基準間
の有効な比較ができるかが重要になる。
・作成者のうち、広く海外展開をしている米国
企業は、国外での IFRS の適用が進んでお
り、IFRS に精通する動機及び機会が増えて
いるが、米国基準による報告のために情報を
蓄積する必要がある。また、海外に親会社を
持つ米国企業も、親会社に対する IFRS によ
る報告のため情報を蓄積する必要があるが、
米国において子会社としての米国基準の情報
を蓄積する必要がある。米国の国内を中心に
展開している企業でも、IFRS はマネジメン
トが頭に入れておくべき知識となっている
が、これはマネジメントから IFRS による財
務情報を作成する要望があることを意味して
いない。

・SEC スタッフは、こうした状況を踏まえ、
米国の国内登録企業による IFRS の適用のあ
り方を検討するにあたっては、必ずしも外国
登録企業と同じ方法によるべきとは考えてお
らず、シュヌアー氏から示されたアイデアを
含め、別の方法を模索することが適当であろ
う。

3．SEC主任会計官室の最近のプロジェクト
　SEC 主任会計官室のスタッフ会計専門家に
より、最近の会計上のトピックスについて説明
がなされた。主要な会計上の論点は次のとおり
である。
・退職後給付債務の計算における死亡率の見積
り
・優先株式の修正又は交換についての会計処理
・ヘッジ会計におけるデリバティブ契約の更新
の影響

・複合金融商品として公正価値で測定される金
融負債の公正価値が、発行者が受け取った純
額の前受金を上回った場合における会計処理

・収益認識における総額表示と純額表示に関す
る論点

・逆スピンオフと判断される場合
・のれんの減損テスト日を自主的に変更した場
合の対応

・プッシュダウン会計を適用した場合の企業結
合に関連する費用の期間帰属

・ジョイント・ベンチャーの定義の考え方

4．最近の実務上の論点に関するパネル・ディ
スカッション

　米国会計基準における以下の分野における現
行実務上の最近の問題点について、会計事務所
やコンサルティング・ファームからの参加者に
よりパネル・ディスカッションが行われた。企
業結合に関する論点では、不動産事業、ライフ
サイエンス産業、採取産業のような特定の産業
において「事業」の定義の適用が困難である場
合がある旨が示された。
・キャッシュ・フロー計算書
・収益認識
・企業結合
・株式報酬
・ソフトウェア開発費
・確定給付債務の測定

2014年 12月 9日（火）第二日目
5．FASBと IASB議長による講演
（スピーカー：FASB 議長ラッセル・ゴールデ
ン（Russel Golden）、IASB 副議長イアン・
マッキントッシュ（Ian Mackintosh））
　FASBのゴールデン議長と IASB のマッキン
トッシュ副議長から講演が行われた。講演の概
要は、次のとおりであった。
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⑴　IASBマッキントッシュ副議長の講演の概要
・IASB の使命は、世界経済のために信頼され
る会計基準を作成することにあり、そのよう
な基準は、グローバルの資本市場に透明性、
信頼性及び効率性をもたらす。直近の調査に
よると 114 の法域が IFRS を適用しており、
12 以上の法域で認められている。IASB は、
日本における進展を継続的に注視しており、
時価総額の 25％ の日本企業が IFRS を間も
なく適用することになる。
・米国の投資家にとって、各国で異なる多くの
会計基準が単一のグローバルの基準に置き換
わっていくのは、明らかな進展であり、異な
る国の財務諸表を比較できることは大変な便
益である。フォーチュン 500 企業の半分以上
が IFRS で報告しており、これは多くの米国
企業が、IFRS 適用企業と比較されることを
意味する。
・IASB と FASB は、リース基準についていく
つかの点で、まだ合意に至っていないが、
リースが現在の義務であり、負債として認識
すべきといったような基本的な論点について
は共通した考えに至っている。両審議会の関
係は引き続き強固であり、共同してコンバー
ジェンスを図り、将来の差異を最小化する責
任があると考えている。

⑵　FASBゴールデン議長の講演の概要
・FASBにおける業務の中心は、複雑性を減少
させることにより米国会計基準を発展させる
ことにある。明確で理解可能な財務報告は、
適切な投資に貢献する。
・FASBの使命は、米国の資本市場、そして全
世界で米国会計基準を使う者のために米国会
計基準を改善することであり、その方法の 1
つが、複雑性を減少させることである。会計
の複雑性は、投資家及び企業の双方にコスト
をもたらす。

（アジェンダの再設定）
・FASBは優先順位を見直し、複雑性に対応し
ていないプロジェクトは削除した。まず、利
害関係者にとって最も重要で、焦点を当て続
ける事項を長期の基幹的な基準設定目的とし
て定義した。また、すぐに改善が必要な分野
に対して、短期的な簡素化プロジェクトを開
始している。

（基幹的なプロジェクト）
・新しいアジェンダは、基幹的なプロジェクト
（会計基準を利用する者にとって、全般的で、
長期的な影響を与えるプロジェクト）に焦点
を置いている。これらのプロジェクトは、
FASBが何をどのように行うかを判断するに
あたって基礎となるものである。FASB は、
測定の概念及び開示の概念について、概念フ
レームワーク・プロジェクトのアジェンダに
加えている。

（簡素化）
・簡素化プロジェクトは、比較的短期間で米国
会計基準を簡素化し、投資家に対する情報を
改善して有用性を維持することを目的として
いる。すでに、非継続事業、開発ステージの
企業及び組織に係る会計について簡素化を目
的とした基準を公表している。さらに、棚卸
資産の測定、非経常項目、負債発行費用の開
示及び退職後給付の測定日について、簡素化
の作業にかかっている。

（国際的な協力）
・FASBは、より比較可能なグローバルな会計
基準への継続的な取り組みが、複雑性を減ら
すことへの重要な 1つの方法であると考えて
いる。FASBの最優先事項は、米国のみなら
ず、その他の国において会計基準を利用する
者のために米国会計基準を改善していくこと
である。FASBと他の基準設定主体は、利用
者、作成者、個々の資本市場の実務に携わって
いる人々のニーズに応えなければならない。
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・FASB が IASB と共に取り組んでいる業務に
加えて、FASBは、他の基準設定主体との関
係の強化にも取り組むこととしている。これ
によって、相互にアイデアを提供し合って、
アイデアを発展させていくことができると考
える。

（最後に）
・FASB は、米国財務会計財団（FAF）と公
会計基準設定主体とともに、2015 年の戦略
計画を公表した。その計画では、FASBのビ
ジョンを示し、この先の FASB の使命と最
優先事項を示している。

⑶　司会者を通じた質疑応答
　その後、司会者を介した質疑応答がなされ、
コンバージェンスに関して、FASB議長から次
のような見解が示された。
・両審議会が協働すべきというメッセージには
賛同するが、他の基準設定主体の関与も通じ
て、全世界で比較可能な財務報告を達成しよ
うとすることが重要と考えている。
・収益認識基準は、米国及び欧州のみならず、
全世界で比較可能な財務報告を達成するため
には、日本を含めアジア等の地域における対
応も必要である。
・リース基準に関しては、両審議会が解決策に
向けて努力しており、合意に至るには時間を
要するかもしれない。

6．FASB と IASB の会計基準設定に関する
アップデート
　FASB 及び FASB のスタッフより、両審議
会におけるプロジェクトについて、次の項目に
ついて近況の説明がされた。
（IASB）
・最近発行された IFRS
・どのように IASB によるが基準開発プロセス
しているか

・調査研究プロジェクト
・主要な基準レベルの開発
・概念フレームワーク
・適用上の問題
（FASB）
・収益認識
・簡素化の取組み
・開示フレームワーク
・リース
・金融商品
　その後の質疑応答では、リース会計基準の発
効日、リース基準に係る移行リソース・グルー
プの設置、非 GAAP 測定値に関する基準設定
プロセスに関して、質疑応答がなされた。

2014年 12月 10日（水）第三日目
7．国際的な報告に関する事項
　複数の会計基準が存在する環境をテーマとし
て、パネル・ディスカッションが行われた。主
な発言内容は以下のとおりである。
・多国籍に展開している企業にとっては、各国
における財務諸表の作成にあたって IFRS の
適用が義務付けられていることもあるため、
場合によっては、IFRS ベースでの連結財務
諸表作成にそれほどコストがかからないので
はないか。

・米国基準やインド基準（発言者はインド出
身）で作成している企業にとっては、IFRS
によった場合の差異について追加で説明が求
められる事が多く、それはある意味コストで
あり、全世界で統一された会計基準が望まし
い。

・収益認識基準は、すべての作成者、利用者に
とって重要な基準であり、多様な解釈がなさ
れないように適用前に十分議論すべきであ
る。

・IFRS と米国基準の両方で作成していた時、
投資家からの質問は、IFRS の財務諸表に対
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するものがほとんどであり、米国基準に対す
る質問はなかった。

8．収益認識
　財務諸表作成者及び会計事務所の参加者によ
り、新しい収益認識基準に関して、適用にあ
たっての見通し、適用プロセスの進捗状況、移
行リソース・グループで取り上げられている関
連の問題、適用計画の概要及び状況についてパ
ネル・ディスカッションがなされた。

Ⅲ．終わりに

　本年次全国会議では、SEC 主任会計官の
シュヌアー氏の講演において、米国国内登録企
業においても IFRS の適用に関する新たなアプ
ローチが示唆された点が特に印象的であった。
今後、SEC スタッフから委員会（SEC）向け
に米国の国内登録企業向けの IFRS の適用に関

して何らかの具体的な提案がされることが示唆
されており、その内容、及びそれに対する米国
の市場関係者の反応等の動向に関心が持たれる
ところである。
　また、FASB のゴールデン議長の講演では、
会計基準における複雑性の軽減を含め、米国会
計基準を利用する者のニーズに適時に応えてい
くとともに、IASB や主要国の会計基準設定主
体と連携して、財務情報のグローバルな比較可
能性を高めていくことに対する強い意思が感じ
取られた。
　さらに、FASBと IASB 議長の講演後の質疑
応答のセッションにおいてゴールデン議長から
発言があったように、FASBと IASBにより収
益認識について関する収斂されたコンバージェ
ンスした基準が公表された状況を踏まえ現在、
全世界で比較可能な財務報告を達成するため
に、当委員会が果たすべき役割の重要性を改め
て再認識させられた。


